
随意契約理由書 

１ 業  務    名 道路トンネルの火災時避難補助設備に関する調査研究業務 

２ 業  者  名 一般財団法人 阪神高速 先進技術研究所 

３   

 本業務は、阪神高速道路の更なるトンネル安全性向上に資する新技術の開発を目的として、

濃煙空間内の避難者検出技術の開発や安全空間への煙の流入抑制実験による避難補助設備に

関する基礎研究および津波浸水対策の動向と適用への検討を行うものである。研究の実施に

あたっては、有識者委員会を組織し、難易度の高い技術的課題に対して委員会審議を行いな

がら進めていくものである。 

したがって、本業務を行うにあたっては、 

①  阪神高速道路のトンネル換気・防災設備の検討経緯や動向に精通し，特にトンネル内

火災時の安全性確保を目的とした設備運用に関して十分な技術的知見を有しているこ

と。 

②  トンネル換気・防災に係る委員会運営等を組織できる体制を有すること。 

の両方が求められる。 

一般財団法人阪神高速先進技術研究所（以下、「当該研究所」という。）は、 

① 過年度に実施した業務において、阪神高速道路のトンネル安全対策にかかる基礎資

料、非常用設備計画基準およびトンネル換気設計要領改定にかかる基礎資料等のトンネ

ル防災等に関する資料収集・整理を行うなど、阪神高速道路のトンネル換気・防災に関

する検討経緯や動向，ならびにこれらの設備運用に精通している。 

②トンネル換気・防災検討委員会を有し、同委員会の運営、資料作成補助等の実績を有

している。 

よって、本業務の実施にあたり、当該研究所が有する特殊な知識と経験が不可欠であるこ

とから、本業務は当該研究所を契約の相手方として選定する。 

本業務の契約相手方として、一般財団法人阪神高速先進技術研究所を選定し、当該法人以外

の参加者の有無を確認する公募手続きに付したところ、参加意思確認書の提出者がいなかっ

た。 

よって、阪神高速道路株式会社契約規程第2条第2号の規程により、一般財団法人阪神高速

先進技術研究所と随意契約するものである。 

阪神高速道路株式会社契約規程第２条第２号の規定による。 


